
 

番 

号 
１ 

項

目 

 障がい者医療費助成制度は２００４年に見直しが行われ、それまで自己負担が無か

ったものが一部自己負担への制度になりました。所得制限についても大幅な見直しが

行われました。合併症や重複障害のため複数の医療機関で診療を受けている患者も多

く、年金等の収入は減る一方、負担額は増えるばかりです。 

 国では２０１８年度より医療・介護制度の同時見直しが行われ、自己負担が増えま

した。また、大阪府においても２０１８年度より障がい者医療費助成制度の見直しが

実施され、こちらも一部自己負担額が増えました。 

 私たち透析患者は週３回、月１２回から１３回の透析を受けなければなりません。

加えて、薬局での処方薬の受取は月２～４回ほどの頻度になり、患者によっては月に

８０００円以上の負担となる場合もあります。これは１医療機関利用の場合です。透

析患者の７割ほどは透析専門のクリニックへ通院しており、合併症や重複障害に苦し

む患者も数多く、複数の医療機関を利用することになります。月額上限額を３０００

円とする償還は行われますが、立替金が償還されるまでの間、家計は大きく圧迫され

ます。入院をすると立替金の負担に給食代や居住費が加わり、負担は更に増大しま

す。 

 自己負担額がいったん引き上げられた場合、その額が引き下げられた例は他府県で

も皆無です。貴自治体におかれましては、私たちのこうした状況をご理解いただき、

患者の負担がこれ以上増えないよう、障がい者医療費助成事業の継続を維持されます

よう、強く要望いたします。 

（回答） 

本市の重度障がい者医療費助成制度は、大阪府の補助金交付要綱のもと実施しており、対

象者の方が医療機関を受診した際、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部を助成

しています。大阪府内の医療機関で医療証を提示し受診された場合、月額上限額を超えた分

も一旦お支払いいただき、後日償還払いの申請をしていただく場合もありますが、審査など

も含めて適正な支給に努めており、振込までにお時間をいただいておりますこと、ご理解い

ただきますようお願いします。 

また、現在のところ、大阪府より制度の変更について示されているものはございませんの

で、本市としましても現行の制度を変更する予定はございません。 

なお、本市では、従前から大阪府市長会を通じて、国に対しまして、国の制度として福祉

医療費助成制度を創設されるよう要望を行うとともに、大阪府に対しても補助対象の拡充

について要望しているところであり、今後とも引き続き要望していきたいと考えておりま

す。 

担当 福祉局 生活福祉部 保険年金課（医療助成） 電話：06-6208-7971 

 

 

 



 

番 号 ２ 

項目 

慢性腎不全に至った患者への人工透析医療技術の進歩は目覚ましく、今日では

比較的安定した治療が受けられるようになり、多くの人たちが社会参加をしてお

ります。しかし、一方では長期透析患者や高齢の患者、また糖尿病性腎症からの

透析導入患者が著しく増加し、このような中で透析合併症に伴う重複障害により

要介護となる透析患者の増大が大きな問題となっています。 

透析患者は生涯人工透析治療のため、週３回以上の通院治療が必要です。ま

た、介護保険制度においては介護度の基準の見直しが行われました。そのため自

己負担が増加し入院・入所も厳しくなりました。月１２回から１３回の通院のた

めの介護が受けられなくなった者も多くいます。生活支援事業の対象に加えてい

ただくなど 、自己負担の軽減を図ってください。 

重複障害などにより通院困難な透析患者が利用できる入院・入所施設は現在ほ

とんどありません。行政としても対策と整備に取り組んでください。 

（回答） 

介護保険は、加齢による病気等で介護が必要な状態となっても、できる限り、自宅で自立

した日常生活ができるよう、入浴 ・排泄・食事等の介護、機能訓練、看護・療養上の管理

等の介護サービスを提供するしくみです。 

 

在宅で生活されている方の通院のための身体介護サービスの利用については、介護報酬

の算定できる具体例として、厚生労働省から『「通院等のための乗車又は降車の介助が中心

である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について』が通知され、ヘル

パーが運転する車両に乗車して通院する場合の「通院等のための乗車又は降車の介助」を算

定できる利用者は要介護者に限られること等が、標準的な事例として示されております。 

なお、要支援者の場合でも、公共交通機関（タクシーを含む）を利用して通院するとき、

訪問介護員が利用者に付き添い、移送中に身体状況（体調、気分等）の確認等の身体介護が

必要な場合は、大阪市介護予防・日常生活支援総合事業の「介護予防型訪問サービス」を算

定することが可能です。 

通院等のための乗車又は降車の介助や移送中の身体介護が必要な場合、担当ケアマネジ

ャーにご相談いただくようお願いいたします。また、現在受けているサービスが不足する場

合は、要支援、要介護認定の区分変更申請をご検討ください。 

 

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に入所されている方で

透析にかかる通院が必要な方については、ご家族や病院等による送迎が困難である等やむ

を得ない事情がある方に対して、施設が 1 月に 12 回以上通院のために送迎を行った場合に

算定できる「特別通院送迎加算」が令和 6 年度介護報酬改定で新設されておりますので、入

所されている施設にご相談ください。 

担当 福祉局高齢者施策部 介護保険課（保険給付 グループ 電話： 06-6208-8059） 



 

   

番 

号 
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項

目 
通院支援が必要な透析患者について行政において施策を講じてください。 

（回答） 

障がい福祉サービスと介護保険サービスとの適用関係の基本的な考え方については、障

害者総合支援法の規定（法第７条）及び国の通知により、介護保険サービスの利用が優先さ

れることとなっています。 

 ただし、介護保険サービスを優先して利用していただいたうえで、なお必要とするサービ

スが介護保険サービスのみによって確保することができない場合や、サービス内容や専門

性から、介護保険サービスに相当するものがない障がい福祉サービス固有のもの（同行援

護、行動援護、就労移行支援等）である場合は、障がい福祉サービスの利用が認められてお

ります。 

 ご要望の「生活支援事業の対象に加えていただき」ということを、障がい福祉サービスに

おける通院の支援と捉えさせていただきますと、障がい福祉サービスの対象要件を満たす

方であって、かつ介護保険サービスにより必要な通院の支援が確保されない場合につきま

しては、不足する部分を障がい福祉サービスの居宅介護事業等で補い、現に必要な通院に支

障が生じないよう対応させていただくことになります。 

 

なお、障がい福祉サービスをご利用の場合は、区保健福祉センター担当者が状況を詳しく

聞かせていただいた上で、必要な支給量を個別に判断していくこととなりますので、まずは

お住まいの区保健福祉センターへご相談いただきますようお願いいたします。 

今後も、障がいのある方に対するサービスの質の向上を図るため、施策の充実に努めてま

いりますので、より一層のご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

担当 福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 電話：06-6208-8245 

 


